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第１章 総則 

 

第１条（目的） 

この規程は、本則第５７条（賃金）の定めに基づき、職員の給与に関する事項を定めた

ものです。 

 

第２条（適用範囲） 

この規程は、有期契約職員、無期契約職員及び嘱託職員（以下「職員」という）に適用

します。 

 

第３条（賃金の定義） 

賃金とは、職員の労働の代償として支払われるすべてのものをいいます。ノーワークノ

ーペイの原則に従い職員が労働しないときは、別段の定めによる場合のほか賃金を支払

いません。 

 

第４条（規程の改定・廃止） 

本規程を改定・廃止する場合は、理事会の決議を経て行うものとします。 

 

 

第２章 賃金の支払いと計算 

 

第５条（賃金の支給方法） 

賃金は、職員に対して通貨で直接その全額を支払います。ただし、職員の過半数を代表

する職員と労使協定を結び、かつ職員が希望した場合は、その指定する金融機関に振り

込むものとします。口座振り込みを希望する職員は、所定の用紙により、本人名義の預

貯金口座を本会に届け出てください。 

 

第６条（賃金の控除項目） 

本会は、次に掲げるものを職員の毎月の賃金または賞与から控除します。 

(１) 源泉所得税 

(２) 住民税 

(３) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 

(４) 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

(５) その他職員との書面の協定により賃金から控除することとしたもの 
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第７条（賃金の計算期間と支払日） 

賃金の計算期間は、毎月の初日より当月の末日までとします。 

2. 賃金の支給日は、翌月の２０日とします。ただし、支給日が金融機関の休業日にあ

たる場合はその前日に支給します。 

3. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、職員（死亡したときはその遺

族）の請求により、賃金支払日の前であっても、既に行われた勤務に対する賃金を

支払います。 

（１） 職員が死亡したとき 

（２） 職員が退職または解雇されたとき 

（３） 職員または、職員の収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、

傷病にかかり、災害に遭い、または死亡したため、特別に費用が必要となっ

たとき 

（４） 職員または職員の収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由

により、１週間以上にわたって帰郷するとき 

 

第８条（平均所定労働時間と平均所定労働日数） 

本会の１ヶ月平均所定労働日数および１ヶ月の平均所定労働時間は、次の通りとします。 

(1) １ヶ月平均所定労働日数＝職員毎の当該年度の年間所定労働日数÷１２ヶ月 

           （小数点以下１桁を四捨五入） 

(2) １ヶ月の平均所定労働時間＝ 

   職員毎の１ヶ月平均所定労働日数×職員毎の１日の所定労働時間数 

                        （小数点以下１桁を四捨五入）  

 

第９条（賃金計算期間の途中賃金の計算方法） 

賃金計算期間の途中に入社、退職、休職または復職した場合は、その月の賃金を下記の

算式により日割計算して支払います。 

基準内賃金÷１ヶ月平均所定労働日数×出勤日数 

            

第１０条（欠勤、遅刻等の扱い） 

欠勤、遅刻、早退、中抜けをした場合の時間については、１時間当たりの賃金額に欠勤、

遅刻、早退、中抜けの合計時間数を乗じた額を差し引くものとします。 

 ①遅刻、早退、中抜けの控除額 

  基準内賃金÷１ヶ月の平均所定労働時間×不就労時間数 

 ②欠勤控除額 

  基準内賃金÷１ヶ月平均所定労働日数×不就労日数 
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2. 賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとしま

す。 

 

第１１条（休暇等における賃金の取り扱い） 

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給しま

す。 

2. 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、生理日の休暇、育児の時間、育 

 児・介護休業法に基づく育児休業および介護休業の期間、子の看護休暇の期間、本 

 則第２８条により無給とされる部分は無給とします。 

3. 特別休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給しま 

   す。（本則第２８条により無給とされる部分を除く） 

4. 休職期間中は賃金を支給しません。職員の休職期間中の社会保険料（健康保険、   

   ４０歳以上は介護保険料含む）の本人負担分は、本会で立て替えし、休職期間の満 

 了時に精算し、本人から徴収します。 

5. 介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料（健康保険、４０歳以上 

 は介護保険料含む）の本人負担分は、本会で立て替えし、休職期間の満了時に精算 

 し、本人から徴収します。 

6. 本会の責めに帰すべき事由により、休業したときは休業手当を支給します。休業手 

当の額は、１日につき平均賃金の６割とします。 

 

 

第２節 賃金の構成 

 

第１２条（賃金の構成） 

賃金は基本給、時間給、諸手当、割り増し賃金に区分し、構成は次の通りとします。 

（１） 基準内賃金 

   ①基本給        ②管理手当           ③調整手当 

      ④駐車場料金手当    ⑤在宅勤務手当 

（２）基準外賃金 

   ①通勤手当        

（３） 割り増し賃金 

①時間外勤務手当     ②深夜勤務手当  ③休日勤務手当 

 

第１３条（基本給） 

基本給は、別表１に定めた職種毎の等級及び号級によります。 
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2. 新卒採用者は、別表１に定める職種及び最終学歴の１級の１号級とします。 

3. 前項以外で新たに採用された職員は、当該職員の年齢、経験、能力、資格及び他の職員 

 との均衡等を考慮して各人毎に別表１の号級を決定します。 

 

第１４条（管理手当） 

管理手当は５，０００円／月とし、本会の事務局において管理業務を補佐する業務に従

事する職員に支給します。 

 

第１５条（調整手当） 

令和２年６月１日現在で在職する職員について、令和２年６月以降の基本給が別表に定

めた金額と差異（現に支給されている金額より別表の額の方が少ない場合）が生じる場

合、その差額を調整手当として支給します。 

2．新たに中途採用された職員については、当該職員の職務経験、資格、能力等を考慮

して基本給を決定しますが、決定した基本給と直近に勤務していた会社で支給されてい

た給与額との間に差額が生じる場合は、当該差額分を調整手当として支給します。 

3．調整手当が支給されている職員の昇給があった場合、当該昇給額と同額を調

整手当の額から減額します。 

4. 前項に拘わらず、本人の勤務態度及び職務能力の評価によって減額する金額

を調整することがあります。 

 

第１６条（駐車場料金手当） 

駐車場料金手当は、自家用自動車及び自動二輪車を使用して通勤する職員で使用する駐

車場が駐車料金を徴収する場合に当該職員に支給するものとし、支給額は当該駐車場で

規定されている実費額とします。 

 

第１７条（在宅勤務手当） 

在宅勤務手当は、在宅ワークを命じられた職員に支給します。 

2. 支給額は、「在宅勤務における覚書」で定めます。 

 

第１８条（通勤手当） 

通勤手当は、居住の場所から本会までの通勤距離が２ｋｍ以上の場合に限り、居住の場

所より通勤のために交通機関を利用する職員に支給します。 

（１）公共交通機関を利用する者 

       居住の場所から勤務場所まで最も経済的かつ合理的な通勤経路及び方法により 

      算出した１日の交通費×出勤日数 

（２） 自家用車や二輪車など私有車通勤の者 
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① 居住の場所から勤務場所まで最も経済的かつ合理的な通勤経路の距離に応じて

定める額（別表２） 

② 別途定める私有車通勤の条件を満たした者でなければ通勤手当は支給しませ

ん 

2. 一賃金支払い期間の途中で入職、または退職、休職、休業した従業員に対する通勤 

手当は出勤日数分の通勤手当を日割りで計算して支払います。 

 

第１９条（割増賃金） 

時間外や休日労働時の割増賃金は、次の算式により計算して支給します。  

ただし、就業規則第２条第２項の適用除外に該当する者には、時間外、休日労働時    

割増賃金は適用しません。 

 

(１)  時間外勤務手当（時間外労働割増賃金・法定労働時間を超えて労働させた場合） 

  基準内賃金÷１ヵ月平均所定労働時間×１．２５×時間外労働時間数 

 

(２) 休日勤務手当（法定休日労働割増賃金・就業規則第１８条に規程されている法定 

   休日に労働させた場合） 

  基準内賃金÷１ヵ月平均所定労働時間×１．３５×法定休日労働時間数 

 

(３) 法定外勤務手当（法定外休日労働割増賃金・就業規則第１８条に規程されている 

 法定外休日に労働させた場合） 

  基準内賃金÷１ヵ月平均所定労働時間×１．２５×法定外休日労働時間数 

 

(５) 深夜勤務手当（深夜労働割増賃金・午後１０時から午前５時までの間に労働させ 

 た場合） 

  基準内賃金÷１ヵ月平均所定労働時間×０．２５×深夜労働時間数 

 

(６) 休日深夜労働割増賃金（休日深夜労働割増賃金・休日労働が休日の深夜まで及ん 

 だ場合の休日午後１０時から午前０時まで、および前日の深夜労働が休日に及

んだ  場合の休日午前０時から午前５時まで） 

  基準内賃金÷１ヵ月平均所定労働時間×１．６×深夜労働時間数 

 

第２０条（基本給改定） 

職員（有期契約職員及び嘱託職員を除く）の基本給の改定は原則として毎年４月に実施

します。 

2. 基本給の改定は本会の業績と各職員の勤務成績及びキャリアパスを評価基準として
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原則別表１における同一級の１号上位の号級へ昇給とします。 

3. 職種毎に別表１の備考欄の経験年数に達した職員は、以降当該職員の勤務成績及び

職務能力が一定水準以上であると業務執行理事会が承認した場合、２級職へ昇級す

るものとします。 

4. 本会の業績や職員の勤務成績により、昇給以外にも改定時期を変更したり、昇給を

見合わせたりすることがあります。 

4. 前項の場合、本会は事前に充分な説明を職員に行うものとします。 

5. 次に掲げる者は基本給改定の対象とはしません。 

(１)傷病などの業務外の事由により、実勤務日数が所定の就業日数の３分の２に

達しない者 

(２)休職中の者 

(３)４月１日から３月３１日の期間で遅刻、早退が３０回以上ある者 

(４)４月１日から３月３１日の期間で、減給または出勤停止の制裁を受けた者 

(５)退職手続中の者 

(６)その他賃金改定が不適当と本会が認める者 

6. 有期契約職員は、契約の更新がある場合において新たな契約を結ぶ際に、別表１に 

 より１号等級上の基本給額を提示するものとします。 

 

第３章 賞与及び退職金 

 

第２１条（賞与） 

賞与は､利益分配金として本会の業績等を勘案し､原則として年に２回､６月と１２月に

支給します｡ただし､本会の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には､

支給時期を延期し､または支給しないことがあります｡ 

2. 前項の賞与の額は､本会の業績を基本として､本人の勤務成績や勤務態度､能力等を

考慮して各人ごとに決定します｡ 

3. 賞与の評価対象期間と支給月は次の期間とします｡ 

評価対象期間 当年 ６月１日から当年１１月３０日   賞与支給月 １２月 

評価対象期間 当年１２月１日から翌年 ５月３１日   賞与支給月  ６月  

4. 賞与は､過去の評価に加えて将来へ期待料を算定に含んでいますので､査定期間に在

籍した職員でも､実際の賞与支給日当日に在籍していない者には支給しません｡ 

5. 前各項に拘わらず、入職６ヶ月未満の職員には賞与を支給しません。 

 

第２２条（退職金） 

全ての職員に対して、退職金の支給はありません。 
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附則 

1.本規程は、令和２年６月１日から施行します。 

2.本規程の一部を改訂し、令和２年１２月１日より施行します。 

 


